
議案第４１号  
 
 

平成２２年度藤岡市下水道事業特別会計補正予算（第３号）  
 
 
 平成２２年度藤岡市の下水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。  
 
（歳入歳出予算の補正）  

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２９，２４９千円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１，１００，７７１千円とする。  
２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正）  
第２条 既定の地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。  
 
 

平成２３年２月２５日提出 

平成２３年２月２８日可決 

 

 

  
 

                               藤岡市長  新  井  利  明    
 



（歳入） （単位　千円）

款 項 補 正 前 の 額 補　正　額 計

歳 入 歳 出 予 算 補 正第 １ 表

 1 分担金及び負担金 14,527 6,720 21,247
 1 負担金 14,527 6,720 21,247

 2 使用料及び手数料 161,596 224 161,820
 1 使用料 161,586 224 161,810

 4 繰入金 520,614 △14,294 506,320
 1 一般会計繰入金 520,614 △14,294 506,320

 6 諸収入 1,197 1 1,198
 3 雑入 506 1 507

 7 市債 308,100 △24,300 283,800
 1 市債 308,100 △24,300 283,800

 8 県支出金 0 2,400 2,400
 1 県補助金 0 2,400 2,400

歳 　 　 　 入 　 　 　 合 　 　 　 計 1,130,020 △29,249 1,100,771



（歳出） （単位　千円）

款 項 補 正 前 の 額 補　正　額 計
 1 公共下水道費 605,953 △23,434 582,519

 1 公共下水道費 605,953 △23,434 582,519
 2 公債費 523,067 △5,815 517,252

 1 公債費 523,067 △5,815 517,252

歳 　 　 　 出 　 　 　 合 　 　 　 計 1,130,020 △29,249 1,100,771



第２表 地 方 債 補 正  
 

 
 
１ 変 更                                                    （単位  千円） 
  

起 債 の 目 的 

補    正    前 補    正    後 

限度額 起債の方法 利 率 償 還の方法 限度額 起債の方法  利 率 償還の方法 

公 共 下 水 道 事 業 290,600  

 

証 書 借 入 
又 は 

証 券 発 行 

  

年 5.0％以内 
（ただし、利率
見直し方式で
借り入れる政
府資金・地方公
共団体金融機
構及び銀行そ
の他の資金に
ついて、利率の
見直しを行っ
た後において
は、当該見直し
後の利率。） 

  

政府資金につい
ては、その融資条
件により、銀行そ
の他の場合にはそ
の債権者と協定す
るものによる。 
ただし、市財政

の都合により据置
期間及び償還期限
の短縮、若しくは
繰上償還又は低利
に借換することが
できる。 

 
 
266,100 

  

補正前に同じ

 

補正前に同じ

 

補正前に同じ 

 

流 域 下 水 道 事 業 17,500  17,700 

 



歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
下水道事業特別会計
１　総括
（歳入) （単位 千円)

計補　正　予　算　額補 正 前 の 予 算 額款

1 分担金及び負担金 14,527 6,720 21,247

2 使用料及び手数料 161,596 224 161,820

3 国庫支出金 98,700 0 98,700

4 繰入金 520,614 △14,294 506,320

5 繰越金 25,286 0 25,286

6 諸収入 1,197 1 1,198

7 市債 308,100 △24,300 283,800

8 県支出金 0 2,400 2,400

歳　　　　入　　　　合　　　　計 1,130,020 △29,249 1,100,771



（歳出) （単位 千円)

補　　正　　予　　算　　額　　の　　財　　源　　内　　訳
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源

款 補正前の予算額 補正予算額 計
一般財源国県支出金 地 方 債 そ の 他

1 公共下水道費 605,953 △23,434 582,519 2,400 △24,300 6,945 △8,479

2 公債費 523,067 △5,815 517,252 0 0 0 △5,815

3 予備費 1,000 0 1,000 0 0 0 0

歳　  出　  合　  計 1,130,020 △29,249 1,100,771 2,400 △24,300 6,945 △14,294



２　歳  入

（款） 1 分担金及び負担金 （項） 1 負担金 （単位 千円)

節
目 補正前の額 補正額 計 説　　　　　　　　　　　　　明区　　　分 金　　額

 1 下水道事業負担 14,527 6,720 21,247  1 現年度賦課分 6,150 ○下水道事業受益者負担金 6,150
金  2 滞納繰越分 570 ○下水道事業受益者負担金滞納繰越分

 570
計 14,527 6,720 21,247

（款） 2 使用料及び手数料 （項） 1 使用料
 1 下水道使用料 161,586 224 161,810  2 滞納繰越分 224 ○下水道使用料滞納繰越分 224

計 161,586 224 161,810

（款） 4 繰入金 （項） 1 一般会計繰入金
 1 一般会計繰入金 520,614 △14,294 506,320  1 一般会計繰入金 △14,294 ○一般会計繰入金 △14,294

計 520,614 △14,294 506,320

（款） 6 諸収入 （項） 3 雑入
 1 雑入 506 1 507  1 雑入 1 ○責任技術者試験事務委託料 1

計 506 1 507

 6．諸収入 3．雑入 1．雑入



 7．市債 1．市債 1．下水道事業債

（款） 7 市債 （項） 1 市債 （単位 千円)

節
目 補正前の額 補正額 計 説　　　　　　　　　　　　　明区　　　分 金　　額

 1 下水道事業債 308,100 △24,300 283,800  1 下水道事業債 △24,300 ○公共下水道事業債 △24,500
○流域下水道事業債 200

計 308,100 △24,300 283,800

（款） 8 県支出金 （項） 1 県補助金
 1 下水道事業県補 0 2,400 2,400  1 下水道事業県補 2,400 ○公共下水道建設事業県補助金 2,400
助金 助金

計 0 2,400 2,400



３　歳  出
（款） 1 公共下水道費 （項） 1 公共下水道費 （単位 千円)

補 正 額　の　財　源　内　訳 節
目 補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　明特　　定　　財　　源

一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ の 他
公共下水道 141,280 △6,582 134,698 0 225 19 負担金補助 △6,582 ◎公共下水道維持管理経費 △6,5821 0 △6,807
維持管理費 及び交付金   19 負担金補助及び交付金 △6,582

      県央処理場維持管理負担金(使)下水道使用料滞納繰越分
      △6,582    224

(諸)責任技術者試験事務委託料
    1
    

公共下水道 464,673 △16,852 447,821 △24,300 6,720 15 工事請負費 △13,000 ◎公共下水道建設事業 △16,8522 2,400 △1,672
建設費   15 工事請負費 △13,000

19 負担金補助 297       枝線管渠築造工事 △13,000(負)下水道事業受益者負担金
及び交付金   19 負担金補助及び交付金 297    6,150

22 補償補填及 △4,149       利根川上流流域下水道建設負担金
び賠償金       297(負)下水道事業受益者負担金滞納

  22 補償補填及び賠償金 △4,149    繰越分 570
      地下埋設物補償費 △4,149

(地)公共下水道事業債 △24,500

(地)流域下水道事業債 200

(県)公共下水道建設事業県補助金
    2,400
    

605,953 △23,434 582,519 △24,300 6,9452,400 △8,479計

 1．公共下水道費 1．公共下水道費 2．公共下水道建設費



 2．公債費 1．公債費 1．元金

（款） 2 公債費 （項） 1 公債費 （単位 千円)
補 正 額　の　財　源　内　訳 節

目 補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　明特　　定　　財　　源
一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ の 他

元金 358,143 15 358,158 0 0 23 償還金利子 15 ◎元金償還金 151 0 15
及び割引料   23 償還金利子及び割引料 15

      長期債元金償還金 15
利子 164,924 △5,830 159,094 0 0 23 償還金利子 △5,830 ◎利子償還金 △5,8302 0 △5,830

及び割引料   23 償還金利子及び割引料 △5,830
      長期債利子償還金 △5,830

523,067 △5,815 517,252 0 00 △5,815計




